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12平成 27（2015）年 8 月号

　　次のとおり介護保険制度の一部が改正されました。いずれも、８月１日からの施行となっています。
○一定以上の所得のある利用者の自己負担が 1 割から 2 割になります。
　一定以上の所得がある 65 歳以上の方は、サービス利用料の自己負担が 2 割に変更となります。要
介護認定を受けた人全員に、負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を発行します。２割負担
の対象者は、本人の前年の合計所得金額が 160 万円以上の方です。ただし、同一世帯の 65 歳以上の
方の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で 280 万円、２人以上の世帯で 346 万円未満の
場合は１割負担になります。
○低所得の施設利用者の食費・居住費を軽減する負担限度額認定証の要件が変わります。
　これまでは、本人および同一世帯の方の前年の所得を基に対象となるか判断していましたが、以下
の取扱いを追加します。
　①預貯金等が単身 1000 万円超、夫婦 2000 万円超の場合は対象外となります。
　②世帯分離した場合でも、配偶者が市町村民税を課税されている場合は対象外となります。
○月々の負担の上限（高額介護サービス費の基準）が変わります。
　同じ月に利用したサービス利用料の自己負担合計額（世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯合
計額）が上限額を超えた場合に、高額介護サービス費を支給しますが、「現役並み所得者がいる世帯」
という所得区分が新たに追加され、上限額が 44,400 円（月額）に引き上げられます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼問合せ　高齢福祉課介護保険係　☎ 492 － 2703

８月から介護保険の一部改正が施行されます８月から介護保険の一部改正が施行されます

◆泉南警察署からお知らせ
■自転車には必ず鍵を掛けまし
　ょう！
　鍵をかけないために、自転車を
盗まれる被害が急増しています。
大切な自転車を盗まれないために、
○鍵は２ロック（チェーン錠など
の補助錠）しましょう。
○自宅敷地内に停める場合でも鍵
をかけましょう。
○防犯登録をしましょう。
※自主防犯対策を積極的に行い
ましょう！
■水難事故を防ぎましょう！
○子どもたちだけで水辺に行かせ
ないようにしましょう。
○危険な場所で遊んでいる子ど
もを見つけたら声を掛け、注意
しましょう。
○水辺では、子どもから目を離
さないようにしましょう。
○悪天候の時や大雨の後は、水
辺でのレジャーは控えましょう。

○釣りやボートなどで水辺に行
くときは、必ずライフジャケッ
ト等を着用しましょう。
▼問合せ　泉南警察署　
　　　　　☎ 471 － 1234

　関西国際空港のフライトがますます充実！
　関西国際空港からのアジア方面各国への国際線のフライトが増
え、ますます充実します！フィリピン航空が７月 18 日 ( 土 ) よ
り関西＝セブ線を週３便増便し、既存便とあわせて週７便のデイ
リー運航となりました。中国方面へは、中国南方航空が７月 23
日 ( 木 ) より、関西＝深圳線を週４便で就航しました。2015 年夏
休みは、ぞくぞくと増便し、ますます便利になる関西空港の国際
線をぜひご利用ください！

関空NEWS

▼問合せ　関西空港案内　☎ 455 ‐ 2500

◆８月は電気保安月間です
　経済産業省では、毎年８月を

「電気使用安全月間」と定め、
電気事故を防ぐための全国的な
運動を展開しています。皆さん、
日頃から電気安全を心がけてく

ださい。
コードや
配線器具
には電気
を流して
よい限度
があります。テーブルタップな
どを使ってたこ足配線をする
と、過度の電流が流れて大変危
険です。
▼問合せ　関西電気保安協会　
大阪南支店　広報グループ
　　　　☎ 072 ‐ 260 ‐ 0354



Ｉ
Ｎ

Ｆ
Ｏ

Ｒ
Ｍ

Ａ
Ｔ

Ｉ
Ｏ

Ｎ
　

お
知

ら
せ

　
役

場
へ

の
お

問
い

合
わ

せ
は

直
通

電
話

へ

13 平成 27（2015）年 8 月号

その他

▼日時　９月６日（日）　10 時～ 19 時　※雨天決行
▼場所　せんなん里海公園
▼内容
○大阪海さくらコンサート＆アコースティックライブ
　今年は入場無料！　　　　　
○環境イベント　カニカニウォッチング・ハーブ体験・海岸清掃・海藻お
　しば・体験ダイビング・シュノーケリング・磯観察・カヌー体験・ア
　マモ里親・かんなくずアート・ヨガ体験・バルンアート・地産地消コ
　ーナー・写真展など
※詳しくは下記サイトをご覧下さい。
○せんなん里海さくらフェス HP
　http://www.o-umisakura.com/satoumi/index.html
▼主催　せんなん里海さくらフェス実行委員会
▼問合せ　せんなん里海公園　☎ 072 － 494 － 2626

第３回せんなん里海さくらフェス
～奏でる！環境と文化のハーモニー！育む！みんなで遊ぶ綺麗な海！～

　岬町と岬町社会福祉協議会では、地域福祉計画・地域福祉活動計画
の円滑な計画の推進を図り、より効果的な進行管理等を行うため、関
係者等の幅広い参画を得て、その意見を反映させることを目的として、
岬町地域福祉計画・地域福祉活動計画推進検討委員会を設置していま
す。この会議に、委員として参加していただける方を募集します。福
祉のまちづくりを一緒に考えませんか？
▼応募資格　○町内在住の 18 歳以上の方
　　　　　　　（平成 27 年４月１日現在）
　　　　　　○地域福祉に関心のある方
　　　　　　○平日昼間の会議に出席が可能な方
　　　　　　○地方公共団体の議員または常勤の職員でない方
▼委員の任期　町長の委嘱の日（平成 27 年９月予定）から２年間
▼募集人数　１名
▼応募方法　応募用紙に必要事項を記入のうえ、地域福祉に関する
800 字程度（様式は自由）のレポートを提出してください。
▼選考　レポートの内容を参考に選考します。なお、提出されたレポ
ートは返却いたしません。選考により委員として委嘱される方につい
ては、町のホームページで氏名を公表します。
▼応募期限　８月 26 日 (水) までに郵送または持参による。
▼応募先　地域福祉課福祉係　〒 599 ‐ 0392　岬町深日 2000 ‐ 1　
※なお、応募用紙は、岬町ホームページでのダウンロード、または地
域福祉課窓⼝で配布します。詳細な募集内容については、岬町のホー
ムページでご確認ください。http://www.town.misaki.osaka.jp/
▼問合せ　地域福祉課福祉係　☎ 492 － 2700　FAX　492 ‐ 5814

◆岬町健康ふれあいセン
　ターからのお知らせ
　施設のメンテナンスのため次
のとおり休館いたします。この
間に、お風呂を少しでも気持ち
よくご利用いただけるように一
部リニューアルを行い、お風呂
の営業時間を延長します。皆様
のご利用をスタッフ一同お待ち
しております。
○メンテナンス休館期間
９月 28 日（月）～ 10 月３日（土）
○お風呂の営業時間延長
10 月４日（日）～
午後１時～午後８時 30 分
▼問合せ　ピアッツァ５　
　　　　　　　☎ 495 ‐ 0003

岬町地域福祉計画推進検討委員募集

◆大阪税関からお知らせ
　税関では、お預かりしている
次の通貨・証券などをお返しし
ています。お心当たりの方は税
関へお問い合わせ下さい。
▼対象　
○終戦後、外地から引き揚げて
こられた方々が、上陸地の税関
又は海運局に預けられたもの
○外地の総領事館や日本人自治
会などに預けられたもののう
ち、その後日本に返還されたも
の
※保管証券返還のご案内は、大
阪税関ホームページ（http://
www.customs.go.jp/osaka/）でも
ご覧いただけます。
▼問合せ　
大阪税関　監視部取締総括部門
　　　　☎ 06 － 6576 － 3115
メールアドレス　
       osaka-koho@customs.go.jp
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14平成 27（2015）年 8 月号

　現在、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当を受給している方は、受給資格確認の
ために現況届（所得状況届を含む）を提出することになっています。現況届に必要な書類を送付してお
りますので、必ず提出してください。現況届が未提出の方は、提出されるまでの間、手当を差し止める
ことがあります。
▼提出期間　8月 3日（月）～19日（水）
▼提出先　地域福祉課　
　なお、特別障がい者手当、障がい児福祉手当とは下表のとおりです。

特別障がい者手当　月額26,620円 障がい児福祉手当　月額14,480円

支給対象

満20歳以上の在宅の方で、身体または精
神に著しく重度で永続する障がい（知的障
がいを含む）があるため、日常生活に常時
特別の介護を必要とする方

満20歳未満の在宅の方で、身体または精神
に重度で永続する障がい（知的障がいを含む）
があるため、日常生活に常時の介護を必要と
する方

支給制限

○病院等に3ヶ月を超えて入院している方
○施設に入所している方
○本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定
金額以上ある方

○障害年金等の障がいを支給理由とする年金
を受給されている方
○施設に入所している方
○本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金
額以上ある方

▼問合せ　大阪府岸和田子ども家庭センター生活福祉課　☎ 441 ‐ 2760
　　　　　　　　　　　　　　　　　　役場地域福祉課　☎ 492 ‐ 2700

特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当の現況届特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当の現況届

◆ハローワークがあなた
　を企業へＰＲ！！
　ハローワーク泉佐野では、30
歳未満の正社員をめざす方で、
当所管内（泉佐野・泉南・阪南
市および熊取・田尻・岬町）の
企業に就職を希望する方を対象
に「わかもの就職支援事業」を
実施しています。支援を希望す
る方には、「これまで頑張って
きたこと、特技、これからの意
気込み」などを記入する「自己
ＰＲカード」を作成していただ
き、ハローワークの担当者がこ
のＰＲカードを求人受理窓⼝や
事業所訪問の際に求人企業に提
示しご本人をＰＲします。その
ほか、登録された方には、地元
企業の正社員求人情報の提供

や、個別就職相談・応募書類の
添削指導なども実施します。
　これまでハローワークを利用
したことのない方も、一度ハロ
ーワークに足を運んでいただき
登録をしてみませんか。詳しく
は「ハローワーク泉佐野　わか
もの支援窓⼝」までお気軽にご
相談ください。
　また、「若い人を正社員で採
用したい」「若い人を育てよう」

「若い方が必要」等々、わかも
のの採用を検討されている企業
の皆様も「ハローワーク泉佐野
　事業所サービス部門」までご
連絡をお待ちしています。
▼問合せ　ハローワーク泉佐野
わかもの支援窓⼝　事業所サー
ビス部門　☎ 463 ‐ 0565

◆放送大学10月生募集
　放送大学では、平成 27 年度
第２学期（10 月入学）の学生
を募集しています。放送大学は
テレビ等の放送やインターネッ
トを利用して授業を行う通信制
の大学です。働きながら学んで
大学を卒業したい、学びを楽し
みたいなど、様々な目的で幅広
い世代、職業の方が学んでいま
す。心理学・福祉・経済・歴史・
文学・自然科学・情報など、幅
広い分野を学べます。
▼出願期間　
第１回は８月 31 日まで　　
第２回は９月 20 日まで
▼問合せ・資料請求（無料）　
　放送大学大阪学習センター
　　　　☎ 06 ‐ 6773 ‐ 6328
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15 平成 27（2015）年 8 月号

｢年金情報｣を口実にした犯罪にご注意ください！

福　祉

募　集

◆岬町徘徊高齢者等ＳＯＳ
　ネットワーク事業
　高齢社会の進展に伴い認知症
高齢者の増加が見込まれる中、
高齢者の徘徊や行方不明は、脱
水や転倒によるケガなどのおそ
れもあり、命に関わる問題です。
岬町徘徊高齢者等ＳＯＳネット
ワークは、認知症高齢者が行方
不明となった時、衣服や特徴な
どの情報を協力機関へ配信し、
地域の力での早期発見・保護を
目的とするネットワークです。
■ご家族に不安がある人へ
　もしものときのために事前登
録を受付けています。どんな情
報を配信するかはご家族等とご
相談させていただきますのでご
安心ください。

◆被爆二世健康診断
▼対象　府内に在住する被爆二
世で受診を希望される方。
▼申込み　
　９月１日（火）から 10 月 30
日（金）の期間に最寄りの保健
所で受付。（実父母の被爆者健
康手帳の番号と受診申込者の印
鑑が必要）
▼実施日・健診場所
　申込み後、本人に直接通知
▼費用　無料

　日本年⾦機構への不正アクセス事案では、みなさまの年⾦情報が
流出し、ご迷惑、ご心配をおかけしております。申し訳ありません。
　政府は、みなさまの年⾦を守ることを最優先に取り組んでいます。
あわせて、みなさまにお気を付けいただきたいことがあります。
　⽇本年⾦機構を名乗って⼝座番号を聞き出そうとする者や、「流出
した個人情報を削除してあげる」と持ちかけてくる者が現れています。
○⽇本年⾦機構から、この件でお客さまに電話やメールで連絡する
ことは⼀切ありません。なお、流出が確認された⽅への新しい基礎
年⾦番号は、郵送でお知らせします。
○⽇本年⾦機構が、この件でお客さまにお⾦やキャッシュカードを
要求することは⼀切ありません。
○日本年⾦機構が、この件でお客さまにＡＴＭの操作をお願いする
ことは⼀切ありません。
　ご自分の情報が流出しているのでは？など、ご心配の方は、次の
専用電話窓口またはお近くの年金事務所へご相談ください。
▼問合せ　日本年金機構専用電話窓口（祝日除く８時 30 分～ 21 時）
　　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 0120 － 818211（通話無料）

■協力機関としてぜひご協力を！
　現在、協力機関は町内の介護
保険事業所、商店、郵便局など
約 30 か所あります。ご協力い
ただける事業所（団体）はぜひ
ご登録をお願いします。
　詳しくはお問い合わせください。
▼問合せ　高齢福祉課　
　　　　　　　☎ 492 ‐ 2716

▼問合せ　大阪府健康医療部保
健医療室　地域保健課　保健
所・援護グループ
　　　　☎ 06 ‐ 6944 ‐ 9172

◆平成28年度淡輪幼稚
　園児募集
　平成 28 年４月から入園を予
定する園児を募集します｡
▼入園資格
○岬町に居住し、住民登録をさ
れている人
○３歳児…平成 24 年４月２日
～平成 25 年４月１日までに生
まれた幼児
○４歳児…平成 23 年４月２日
～平成 24 年４月１日までに生
まれた幼児
○５歳児…平成 22 年４月２日
～平成 23 年４月１日までに生
まれた幼児
※通園は、保護者が責任をもっ
て行ってください。
▼入園願書の配布及び受付
　９月７日 ( 月 ) ～ 11 日 ( 金 )
午前９時～午後４時
▼配布場所　淡輪幼稚園
▼持参物　
印鑑、世帯全員の住民票
※入園を希望する園児と一緒に
淡輪幼稚園で申し込みをしてく
ださい。
▼入園決定　各応募者には文書
で通知します｡
▼問合せ　淡輪幼稚園　
　　　　　　　☎ 494 ‐ 3001
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16平成 27（2015）年 8 月号

人 の 動 き

平成27年７月１日現在

世帯数
人　口   
　男　
　女

   ７，６２８
１６，５８２人
   ７，７８２人
   ８，８００人

（ー　４）
（－３０）
（－１５）
（－１５）

前月比

税
◆8月の納税
■町府民税　第２期分
▼納期限　８月 31 日（月）
　納期限までに、お近くの金融
機関や郵便局、コンビニエンス
ストアで納めてください。
　銀行⼝座振替又は、郵便局自動
払込をご利用の方は、預貯金残高
をお確かめください。振替日又は
払込日は、８月 31 日（月）です。
▼問合せ　税務課　納税係
　　　　　　☎ 492 － 2765

◆泉佐野税務署からお知
　らせ
■個人事業者の消費税及び地方
消費税の中間申告と納付
○個人事業者の方で、平成 26
年分の確定消費税額（地方消費
税額は含みません。）が 48 万
円を超える方は、消費税及び地
方消費税の中間申告と納付が必
要です。
○「平成 26 年分の確定消費税
額」とは、平成 26 年分の確定
申告により確定した消費税の年
税額をいい、期限後申告又は修
正申告等が行われた場合には、
これらによって確定した消費税
の年税額をいいます。
○平成 26 年分の確定消費税額
に応じて、算出した中間納付税
額を記載した「消費税及び地方

消費税の中間申告書」及び「納
付書」を所轄の税務署から送付
しますので、必要事項を記入の
上、税務署に中間申告書を提出
するとともに、消費税及び地方
消費税を納付してください。
○事業状況が平成 26 年と著し
く異なる場合などは、上記の方
法に代えて、各中間申告対象期
間を一課税期間とみなして仮決
算を行い、これに基づいて計算
した消費税額及び地方消費税額
により中間申告・納付ができま
す。
　なお、この計算によりマイナ
スとなった場合でも還付を受け
ることはできません（マイナス
となった場合は、中間申告税額
は「０」になります。）。また、
仮決算による中間申告書は、提
出期限を過ぎて提出することは
できません。
○消費税及び地方消費税の中
間 申 告 に は、「e-Tax（ 国 税 電
子 申 告・ 納 税 シ ス テ ム ）」 が
ご利用いただけます。詳しく
は、e-Tax ホームページ（www.
e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。
▼問合せ　泉佐野税務署
　　　　　　　☎ 462 － 3471

■　本　の　紹　介　■
☆夢をまことに
　著者 ：山本　兼一
☆わが槍を捧ぐ
　著者 ：鈴木　英治
☆ そうだ、高野山がある。
　著者 ：片山　恭一
※第 60 回読書感想文課題
図書（小学校・中学校・高
等学校）が入りました。淡
輪公民館では、大阪府立中
央図書館より本の貸出を受
けています。公民館にない
本、貸し出し中の本もリク
エストしてください。

本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介

図書だより図書だより

◆府税事務所からお知らせ
■個人事業税　第１期分
▼納期限　８月31日（月）
　８月に第１期分及び第２期分
の納付書をまとめて送付します

（⼝座振替ご利用の方を除きま

す。）ので、納期限までにお納
めください。
○年間の税額が１万円以下の場
合は、第２期分の納付書はあり
ません。
○個人事業税の納付用紙のうち、
コンビニエンスストア収納用の
バーコードの印刷があるもの（30
万円以下のもの）については、以
下の全国のコンビニエンスストア
で納めることができます。

【サークルＫ、サンクス、セブン
- イレブン、デイリーヤマザキ、
ニューヤマザキデイリーストア、
ファミリーマート、ミニストップ、
ヤマザキスペシャルパートナー
ショップ、ヤマザキデイリースト
アー、ローソン　（五十音順）】
○納付には、便利で安心・安全な
⼝座振替制度をご利用ください。
詳しくは、最寄りの府税事務所
へお問い合わせください。
▼問合せ　
　　　　大阪府泉南府税事務所
　　　　　　　☎ 439 － 3601
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） 8 月 12 日（水）・26 日（水）
午後２時〜５時（定員 6 名）

役場監査委員室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆行政相談 8 月 19 日（水）
午前 10 時〜正午

役場相談室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■愛の家「みらい」相談室
　平日　午前９時～午後５時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー
ル等で対応。なお、緊急の電話対応
は、相談員が 24 時間対応。
■障がい者出張相談（要予約）
　8月26日（水）午後１時30分〜４時

■愛の家「みらい」相談
　☎ 494 ‐ 0123 ／ FAX 494 ‐ 0102
　メール　mirai@ainoie.jp
■障がい者出張相談
　役場相談室　地域福祉課　☎492−2700

◆介護相談 平日　午前９時〜午後５時 30 分 高齢福祉課　☎ 492 − 2716
◆教育に関する相談 平日　午後１時 30 分〜３時（要予約）学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 8 月 14 日（金）午後１時〜４時 役場監査委員室
産業振興課　☎ 492 − 2749

◆人権擁護委員による
　人権相談

8 月 4 日（火）・18 日（火）
午後１時 30 分〜３時

監査委員室
人権推進課　☎ 492 − 2773　※予約不要

◆人権協会による
　人権相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時　※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時　※受付は４時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
　（岬町交流センター内）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　火・水・木曜日（祝日は除く）の
午前９時～午後５時　※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　金曜日（祝日は除く）の午前９時
～午後５時　※受付は４時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
       ☎ 492 － 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
　（岬町交流センター内）
　　 ☎ 494 － 1508

◆地域就労支援相談 平日　午前９時〜午後５時
　　　※受付は４時まで 地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障がい者就労・生活相談 平日　午前９時〜午後５時 NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 平日　午前９時〜午後５時 30 分 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆心の健康相談（予約制）８月 12 日（水）　午前 10 時～正午
９月 10 日（木）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆乳幼児育児健康相談 ９月７日（月）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424
◆育児相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350
◆療育相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）８月 18 日（火）午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

▼会場　岬町立保健センター　
▼予約　まちづくり戦略室　☎492－2775

◆福祉なんでも相談

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
　８月４日（火）　午前 11 時～午後 1 時
■オークワ岬店　　　　　　　　　
　８月 26 日（水）午前 10 時～正午

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 － 2716
■いきいきネット相談支援センター　
　☎ 492 ‐ 2955
■岬町社会福祉協議会
　☎ 492 ‐ 0633
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※広報岬だよりは毎月8,000部を作成し、１部あたりの単価は18.78円です。
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　太成学院大学高等学校３年生の南
みなみあらん

亜蘭くん。小さい頃、お母さんに連れられ、
お兄さんが通う体操教室に一緒に行ったとき、「自分もやりたい！」と思い、

体操をはじめました。３歳の頃には、逆上がりができるほど上達していたそうです。
　その後、どんどん成績を伸ばしていった亜蘭くん。多くの大会で好成績を収め、
着実に実績を築いています。５月に開催された大阪高校選手権兼全国・近畿予選
会では男子団体、個人総合ともに準優勝に輝きました。
　７月 31 日から８月３日までの間は、大阪市中央体育館で開催される全国高校
総体に出場しています。
　また、「紀の国わかやま国体」にも出場が決まり、
朝早くから夜遅くまで熱心に練習に励む生活を送

夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会
　岬町町制施行60周年・JOBK放送開始90年を記念して、平成27年度夏期巡回ラジオ体操・
みんなの体操会を実施します。当日のラジオ体操の音声はNHKラジオ第一放送で生放送されま
す。みなさんお誘いあわせの上、是非ご参加ください。

っています。岬町のみなさん、みんなで亜蘭くんを応援しましょう。
■紀の国わかやま国体　
○少年の部体操競技日程　９月 10 日、11 日（予選）、13 日（決勝）
○開催場所　和歌山ビッグホエール
○入場料　無料

岬町町制施行60周年記念・JOBK放送開始90年記念岬町町制施行60周年記念・JOBK放送開始90年記念

▼日時　８月28日（金）
　○体操会　午前６時～６時40分
　○ポイントレッスン　午前６時50分～
▼場所　
　〇晴天時　岬中学校グラウンド
　〇雨天時　岬中学校体育館
▼参加費　無料。記念品あり
▼駐車場　深日漁港（無料）
　※駐車台数に限りがあります。
▼講師等　体操指導　多

た ご
胡　肇

はじめ

　　　　　ピアノ演奏　加
かとう
藤　由

ゆ み こ
美子

▼主催　株式会社かんぽ生命保険、NHK、
　　　　NPO法人全国ラジオ体操連盟
▼共催　岬町、岬町教育委員会

▼後援　岬町町制施行60周年記念事業実行委員会、
　　　　岬町地域教育協議会
▼協力　日本郵便株式会社
▼主管　株式会社かんぽ生命保険堺支店、NHK大阪
　　　　放送局、大阪府ラジオ体操連盟
※なお、当日は記録用に動画撮影をしますのでご了承
ください。

▼問合せ　まちづくり戦略室　地方創生企画政策担当　
　　　　　　　　　　　　　　　　☎492－ 2775

紀の国わかやま国体出場！
深日在住　南　亜蘭　くん
紀の国わかやま国体出場！
深日在住　南　亜蘭　くん


